
日本学術会議の軍事研究容認の動きを危惧し、反対する 

医学・医療関係者の声明 

 

 わが国の人文・社会科学、自然科学全分野の代表機関である日本学術会議が 2016年 5月

20 日、軍事研究のあり方を考える「安全保障と学術に関する検討委員会」の設置を幹事会

で決定した。これに先立ち同会議の大西隆会長が本年 4 月の総会で自衛目的の研究を容認

する考えを示したのを受けての動きと考えられる。 

私たち 「『戦争と医の倫理』の検証を進める会」は、軍事研究に公然と道を開こうという

この委員会設置を強く危惧し、医学界の一員としてここに断固として反対の意を表明する。 

「『戦争と医の倫理』の検証を進める会」は 2009年に発足し、「過去に目を閉ざすものは、

結局のところ現在にも盲目となる」という歴史の教訓を生かして、いわゆる「731部隊」に

代表される十五年戦争における日本の医学者・医師らによる「人体実験」などの非人道的行

為を、史実に沿って検証し、その教訓を生かしていくために活動を続けてきた。 

患者の命を守るべき医学者・医師が「研究」の名目のもとに残虐な行為を行う加害者とな

り、戦後は「人体実験」などのデータ供与と引き換えに米国政府から免責され、わが国の医

学界は一貫して検証も反省もせずに事実を隠蔽したまま現在に至っている。このように

「731部隊」の問題には、軍事研究が行き着く先のすべてが含まれている。私たちは本会の

設立以来、多くの資料や証言によってこの日本で実際に起きた医学者の加害の歴史につい

て検証を進め、二度とこのような過ちを繰り返すべきではないと日本医学会や日本医師会

を始め、医学界に強く警鐘を鳴らしてきたのである。今回の学術会議の動きは、まさにその

過去の大きな過ちへの道を再びたどるものと危惧する。 

平和主義と基本的人権の擁護は、患者の命を守る使命を担った医学者・医師が片ときも忘

れることを許されない倫理であると同時に、日本国憲法の原則に一致するものである。世界

医師会は「非倫理的行為を求める法には従わない」ことを医師に求めている。 

日本学術会議は 1950 年に「戦争を目的とする科学研究には絶対従わない決意の表明（声

明）」を、1967 年には「軍事目的のための科学研究を行わない声明」を発出している。これ

はわが国の科学者の真の自律と良心の宣言として、過去・現在そして未来までもその輝きが

いささかも失われることがあってはならないのである。 

「『戦争と医』の倫理の検証を進める会」は、歴史の教訓を踏まえ、科学者としての倫理

と平和を追求する立場から今回の大西会長の発言に大きな危惧を有し、反対の意思を表明

し、従来の声明の擁護を求めていくものである。 
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